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平成29年5月22日

総務大臣高市早苗様

図書館友の会全国連絡会代表福富洋一郎

横浜市都筑区葛が谷7－1105

その他賛同104団体

地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書

’ 私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国に対しても公立図書

館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真筆に受け止め、ご尽力いただいています

ことに、心からお礼を申し上げます。

特に平成28年は､市町村立図書館の図書館協議会経費を地方交付税の積算根拠にしていただき、

また、公立図書館を「トップランナー方式』による指定管理者制度導入の検討対象から除外すると

表明していただき、感謝します。

現在、地方公共団体には財政の厳しいところが多く、資料費などの削減や指定管理者制度導入に

よる公立図書館の民営化が進むなど、公立図書館は疲弊し、困難に直面しています。

国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。

今回、大きく2つの課題について次のとおり要望します。

ご多用のところ恐縮ですが、 6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 指定管理者制度を公立図書館に誘導する施策は直ちに止めてください

貴省が公立図書館を「トップランナー方式」から除外すると表明したときの参考資料に示して

いることからも明らかなように、公立図書館に指定管理者制度はなじまないものです。

指定管理者制度を公立図書館に誘導する施策は直ちに止めて、公立図書館の発展を促進してく

ださい。

2地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください

貴省には平成28年から市町村立図書館の図書館協議会の経費についても地方交付税の積算根

拠に明記していただいたところですが、多くの図書館協議会では、予算の制約により会議の回数

や委員の人数が足りず十分な協議ができていません。また、多くの公立図書館では資料費と人件

費が不足しています。図書館サービスが充実されるように、地方交付税の図書館経費の積算内容

を豊かにしてください。
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平成29年5月22日

文部科学大臣松野博一様

図書館友の会全国連絡会代表福富洋一郎

横浜市都筑区葛が谷7－1105

その他賛同104団体

公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国に対しても公立図

書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真筆に受け止め、ご尽力いただいてい

ますことに、心からお礼を申し上げます。

現在、地方公共団体には財政の厳しいところが多く、資料費などの削減や指定管理者制度導入

による公立図書館の民営化が進むなど、公立図書館は疲弊し、困難に直面して

います。

国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。

今回、大きく4つの課題について次のとおり要望します。

ご多用のところ恐縮ですが､6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 公立図書館の管理運営を指定管理者制度の対象としないでください

（1）指定管理者制度を導入した図書館の調査を実施して、問題点を明らかにしてください。

（2）公立図書館を指定管理者制度の対象としない施策を実施してください。

2公立図書館に図書館協議会の設置を促進するとともに、その活動を活発にしてください

(1)図書館協議会の調査を実施して、実態を明らかにしてください。

（2）図書館協議会委員の任命について、いわゆる公募枠を設けるよう、法改正等の措置をして

ください。

3公立図書館に補助金を実施してください

図書館法第20条に基づいて公立図書館に補助金を実施することによって、図書館の建設や

移動図書館車の設置、資料費や人件費の増額を可能にして、図書館サービスを充実できるよう

にしてください。

4公立図書館が文教施設の運営権の対象ではないことを明らかにしてください

文教施設の運営権については､指定管理者制度と同様に､公立図書館になじまないものです。

公立図書館が文教施設の運営権の対象ではないことを明らかにして、自治体に周知を図ってく

ださい。

－


